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新規保険収載項目のお知らせ 
 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

この度、厚生労働省保険局医療課長発通知（令和元年７月３１日付．保医発０７３１第３号．令和元年８月

１日適用）により､下記の検査項目の保険請求が可能となりましたのでご案内申し上げます。 

                                                                敬具 

 

 

（ 記 ） 
  

【適用日】 ： ２０１９年８月１日 

 
◎ 新たに測定方法が追加された検査項目 
 

検 査 項 目 名 実 施 料 

（１→３）－β －Ｄ－グルカン ２１３点 

算 定 区 分 

区分番号｢D０１２｣ 感染症免疫学的検査 【免疫学的検査 １４４点】 

 

「３７」の（１→３）－β －Ｄ－グルカンは、発色合成基質法、比濁時間分析法又はＥＬＩＳＡ法により、深在性真菌

感染症が疑われる患者に対する治療法の選択又は深在性真菌感染症に対する治療効果の判定に使用した

場合に算定する。 

なお、本検査を「２０」のカンジダ抗原定性、同半定量、同定量、「２６」のＤ－アラビニトール、「２７」のアスペル

ギルス抗原、「３１」のクリプトコックス抗原半定量又は同定性と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定す

る。 

 

※下線部の測定方法が追加されました。 

 

 


